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令和８年度 介護納付金の算定について（報告）
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社会保障審議会
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令和８年３月９日

厚生労働省 老健局



介護保険制度の見直しに関する意見（抜粋）
（ 令 和 ４ 年 1 2月 2 0日 社 会 保 障 審 議 会 介 護 保 険 部 会 ）

Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保

２．給付と負担
（１）高齢者の負担能力に応じた負担の見直し

（１号保険料負担の在り方）

（略）

○ なお、現役層（40～64歳）が負担する２号保険料について、介護保険関係
法令に基づき計算される納付金額を元に医療保険者が介護保険料として徴収し、
納付金として一括して納付するものであるため、その透明性を確保する観点から、
毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告することが
適当である。（以下、略）
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○ 40～64歳（第2号被保険者）の保険料は、各医療保険者が徴収し、納付金として支払基金へ納付

○ 納付金は、概算により納付し、2年後に精算する仕組み

① 第２号被保険者（40～64歳）は給付費の27%を負担
② 第２号被保険者一人当たりの負担額を計算

⑤ 社会保険診療報酬支払基金に納付

市 町

③ 報酬額に応じて負担
（総報酬割）

④ 各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収

協会けんぽ 健保組合 共済組合 国 保

村

⑥ 各市町村に交付
（各市町村の介護給付費等の27%分）

※ 被用者保険等保険者と国保間では
加入者数に応じて負担

令和８年度 予算案

37,560億円

国

25%

都道府県負担金

12.5%

市町村
負担金
12.5%

医療保険者の納付金
（医療保険者が第２号被保険者

の保険料として徴収）

第１号被保険者
の保険料

23%

27％

介護納付金の仕組み
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令和８年度 介護納付金の算定にかかる諸係数（１）
◎ 納付金の算定式

◎ 納付金の算定等に関して公布される諸係数（令和８年１月16日告示）

諸係数の算出に必要な基礎数値算出方法諸係数

①:令和８年度の標準給付費等の予算額
②:各保険者より支払基金へ報告された令和６年度の標準給付費等の実績額

① 令和８年度の標準給付費等の見込額
／② 令和６年度の標準給付費等の実績額

１ 標準給付費等の伸び率
（省令第7条第2号）

1.20543111

③④:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年
推計）」の推計結果を引用

③ 令和８年度の40歳から64歳までの人口推計
／④ 令和６年度の40歳から64歳までの人口推計

２ 第2号被保険者見込数の
伸び率

（省令第8条第2項第2号）
0.99326980

⑤:第２号被保険者が負担（※）する令和８年度概算納付金額
※ 令和８年度の第２号被保険者負担率は標準給付費等の27％

⑥:各医療保険者において確認（※）された令和８年度の第２号被保険者の
見込数
※ 医療保険者より支払基金へ申請された第２号被保険者見込数に関する

過大又は過小の補正申請による人数を含む

⑤ 令和８年度の標準給付費等の見込額×27％
／⑥ 全医療保険者の令和８年度第２号被保険者

見込数

３ 第2号被保険者１人当たり
負担見込額（省令第9条）

89,791円（注）

⑦:被用者保険等保険者が負担する令和８年度概算納付金額
⇒ 第２号被保険者１人当たり負担見込額（89,791円）× ⑥のうち、

被用者保険等保険者の令和８年度第２号被保険者見込数
⑧:各医療保険者より支払基金へ報告された額

⑦ 被用者保険等保険者に係る令和８年度の
第２号被保険者負担総額（見込）

／⑧ 被用者保険等保険者に係る令和８年度の
第２号被保険者標準報酬総額（見込）の合計

４ 総報酬割概算負担率
（省令第9条の２）

0.01884599

Ⅰ 令和８年度概算納付金額

※省令・・・介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令（平成１１年厚生省令第四十三号）
※諸係数の「４ 総報酬割概算負担率」及び「６ 総報酬割確定負担率」は、被用者保険等保険者以外の医療保険者の納付金の算定には用いない。
（注）各医療保険者の一人当たり納付見込額は、令和６年度の精算額（「 令和６年度概算納付金額」-「Ⅱ 令和６年度確定納付金額」）及び「Ⅲ 調整金額」によって異なる。

＝ ＋－ －

※一人当たり見込額（平均）

令和８年度
納付金額

（76,317円※）

Ⅰ 令和８年度
概算納付金額

令和６年度
概算納付金額

Ⅱ 令和６年度
確定納付金額 Ⅲ 調整金額
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令和８年度 介護納付金の算定にかかる諸係数（２）

諸係数の算出に必要な基礎数値算出方法諸係数

①:第２号被保険者が負担（※）する令和６年度確定納付金額
※ 令和６年度の第２号被保険者負担率は標準給付費等の27％

②:各医療保険者より支払基金へ報告された人数

① 令和６年度に要した標準給付費等の額×27％
／ ② 全医療保険者の令和６年度第２号被保険

者数

５ 第2号被保険者１人当たり
負担額（省令第11条）

74,535円

③:被用者保険等保険者が負担する令和６年度確定納付金額
⇒ 第2号被保険者１人当たり負担額（74,535円）× ②のうち、

被用者保険等保険者の令和６年度第２号被保険者数
④:各医療保険者より支払基金へ報告された額

③ 被用者保険等保険者に係る令和６年度の
第２号被保険者負担総額

／ ④ 被用者保険等保険者に係る令和６年度の
第２号被保険者標準報酬総額の合計

６ 総報酬割確定負担率
（省令第11条の２）

0.01631540

諸係数の算出に必要な基礎数値算出方法諸係数

①:令和６年度の精算額に係る受取利息や支払基金において業務上生じた
利息の額等

②:令和６年度概算納付金額と令和６年度確定納付金額の差額
① 算定額 ／ ② 令和６年度の精算額

７ 調整金額に係る算定率
（省令第6条第3項）

0.00986768

◎ 納付金の算定等に関して公布される諸係数（令和８年１月16日告示）

Ⅲ 調整金額

◎ 納付金の算定式

＝ ＋－ －

※一人当たり見込額（平均）

令和８年度
納付金額

（76,317円※）

Ⅰ 令和８年度
概算納付金額

令和６年度
概算納付金額

Ⅱ 令和６年度
確定納付金額 Ⅲ 調整金額

Ⅱ 令和６年度確定納付金額
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第１号保険料と第２号保険料の推移

第２号保険料（40歳～64歳）の１人当たり月額
（事業主負担分、公費分を含む）

第１号保険料（65歳～）の１人当たり月額
（基準額の全国加重平均）

２，０７５円
２，９１１円

平成 12 年度
第１期 ２，６４７円平成 13 年度

３，００８円平成 14 年度
３，１９６円

３，２９３円
平成 15 年度

第２期 ３，４７４円平成 16 年度
３，６１８円平成 17 年度
３，５９５円

４，０９０円
平成 18 年度

第３期 ３，７７７円平成 19 年度
３，９４４円平成 20 年度
４，０９３円

４，１６０円
平成 21 年度

第４期 ４，２８９円平成 22 年度
４，４６３円平成 23 年度
４，６２２円

４，９７２円
平成 24 年度

第５期 ４，８７１円平成 25 年度
５，１２５円平成 26 年度
５，０８１円

５，５１４円

平成 27 年度

第６期
５，１９２円９月まで

平成 28 年度
５，１９０円10月以降
５，３９７円平成 29 年度
５，３５３円

５，８６９円
平成 30 年度

第７期 ５，５３２円令和 元 年度
５，６６９円令和 ２ 年度
５，７８８円

６，０１４円
令和 ３ 年度

第８期 ５，８２５円令和 ４ 年度
６，００５円令和 ５ 年度
６，２１１円

６，２２５円
令和 ６ 年度

第９期 ６，２０２円（見込額）令和 ７ 年度
６，３６０円（見込額）令和 ８ 年度 5



参考:令和８年度 「参考料率」の算出方法

参考料率

0.01614637

被用者保険等保険者の介護納付金総額（概算納付金総額から精算額総額及び調整金額総
額を差し引いた額）を、第２号被保険者の標準報酬総額の見込額の総額で、
機械的に割ることで算出したもの。

精算額や調整金額は個々の被用者保険等保険者の状況によって異なる点に留意が必要。

※分子

参考料率
（0.01614637） ＝

被用者保険等保険者に係る令和８年度納付金総額
被用者保険等保険者に係る第２号被保険者の

標準報酬総額の見込額の合計

被用者保険等保険者に係る
令和８年度概算納付金総額

被用者保険等保険者に係る
令和６年度精算額総額

被用者保険等保険者に係る
調整金額総額

被用者保険等保険者に係る
令和８年度納付金総額 ＝ ＋－
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